
利用者用マニュアル 

ちば電子申請サービスによる行政資料複写物送付の手順について【分割版】 

 

１ 連絡先メールアドレスの登録 

 

（１）文書館「行政資料の複写物送付について」ページの「（電子収納）文書館 行政資料

複写」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  

①  

https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41538
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41538


① 利用者登録をしないで申し込む 

ちば電子申請サービスの利用者登録をしなくても、複写の申し込みができます。 

・「利用者登録せずに申し込む方はこちら＞」をクリック。 

・手続き説明と利用規約を御確認いただき、「同意する」を押す。 

（利用者登録をしていない場合は、同意後、メールアドレスの入力を行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 既に利用者登録がお済みの場合は、利用者 ID とパスワードでログインしてください。 


